
対
▽
ひ
と
り
暮
ら
し
で
75
歳
以
上
の
人

▽
ひ
と
り
暮
ら
し
で
65
歳
以
上
の
身
体
の

虚
弱
な
人　

▽
65
歳
以
上
で
在
宅
の
寝
た

き
り
の
人　

料
▽
掛
け
布
団
＝

２
０
０
円 

▽
敷
布
団
＝

２
０
０
円　

▽
羽
根
布
団
＝

３
０
０
円 

▽
毛
布
＝

１
０
０
円　

募
11
月

16
日
（
金
）
／
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・

電
話
番
号
・
丸
洗
い
す
る
も
の
と
数
量（
３

枚
ま
で
）
を
電
話
で　

問
市
役
所
駅
南

庁
舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20
ー

３
４
５
３
／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健
課

（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）

　

お
む
つ
代
な
ど
の
購
入
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

対
次
の
①
、
②
の
両
方
に
該
当
す
る
人

　

①
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
で
要
介
護

４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ
た
人
を
在
宅
介

護
し
て
い
る
家
族　

②
介
護
さ
れ
て
い
る

人
が
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
、
か
つ

介
護
し
て
い
る
家
族
が
同
居
ま
た
は
隣
接

地
に
居
住
し
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ

る
こ
と　

容
▽
対
象
品
目
：
紙
お
む
つ
、

尿
取
り
パ
ッ
ト
、
使
い
捨
て
手
袋
、
清
拭

剤
、
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー
、
防
水
シ
ー
ツ
、

消
臭
剤　

▽
助
成
方
法
：
期
ご
と
に
そ
の

期
間
分
の
ク
ー
ポ
ン
券
を
交
付　

※
申
請

は
各
年
度
ご
と

第
３
期
：
12
月
１
日
〜
３
月
31
日

額
１
期
当
た
り
２
万
５
０
０
０
円

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）20
ー

３
４
５
３
／
各
総
合
支

所
福
祉
保
健
課
（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）

時
12
月
19
日
（
水
）
10
：
00
〜
12
：
00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
３
階
（
富
安
二
丁
目
）

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関
心
の

あ
る
人　

容
洋
菓
子
作
り　

料
２
０
０

円　

募
12
月
５
日
（
水
）
ま
で　

問
ス

マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
市
役
所
駅
南

庁
舎
鳥
取
中
央
地
域
包
括
セ
ン
タ
ー
内
）

（
０
８
５
７
）20
ー

３
４
５
５

　

高
齢
者
世
帯
や
、
介
護
の
必
要
な
高
齢

者
と
生
活
し
て
い
る
人
が
、
地
域
の
中
で

安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

簡
単
な
家
事
・
介
護
の
援
助
を
行
う
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
介
護

型
）
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
で
は
、
高
齢
者
の
お
宅
を
訪

問
し
、
要
望
に
応
じ
て
援
助
し
て
い
た
だ

け
る
協
力
会
員
（
有
償
）
を
募
集
し
て
い

ま
す
。　

※
登
録
料
無
料

容
食
事
の
準
備
・
後
片
付
け
、
掃
除
、
病
院

へ
の
付
き
添
い
な
ど
の
軽
度
で
専
門
性
を

要
し
な
い
も
の　

問
鳥
取
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
さ
ざ
ん
か
会
館
１

階
）
（
０
８
５
７
）
22
ー

７
４
７
４
・

（
０
８
５
７
）39
ー

２
７
６
２
／
鳥
取
市
社
会

福
祉
協
議
会
／
各
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、
平

成
17
年
４
月
１
日
に
、
公
務
扶
助
料
や

遺
族
年
金
な
ど
を
受
け
る
人
（
戦
没
者

等
の
妻
や
父
母
な
ど
）
が
い
な
か
っ
た

場
合
は
、
支
給
順
位
の
も
っ
と
も
高
い

遺
族
一
人
に
対
し
て
、
特
別
弔
慰
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
遺
族
で
、

ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
人
は
、
請
求
期

限
内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

容
▽
支
給
内
容
：
額
面
40
万
円
、
10
年

償
還
（
年
４
万
円
）
の
記
名
国
債　

▽

請
求
期
限
：
平
成
20
年
３
月
31
日　

問

鳥
取
地
域
に
お
住
ま
い
の
人
：
市
役
所

駅
南
庁
舎
生
活
福
祉
課

（
０
８
５
７
）

20
ー

３
４
７
２
／
合
併
地
域
に
お
住
ま
い

の
人
：
お
住
ま
い
の
総
合
支
所
福
祉
保

健
課
（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）

　　

鳥
取
県
畳
振
興
協
同
組
合
鳥
取
支
部

の
協
力
で
、
母
子
家
庭
の
世
帯
を
対
象

に
、
畳
の
表
替
え
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

時
11
月
15
〜
20
日
（
木
〜
火
）
引
き
取
り

＝
８
：
00
ご
ろ⇒

返
却
＝
16
：
00
ご
ろ　

対

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
母
子
家

庭
で
、
民
間
経
営
の
ア
パ
ー
ト
ま
た
は
借

家
に
入
居
し
て
い
る
世
帯（
５
世
帯
程
度
）

容
１
世
帯
に
つ
き
１
部
屋
（
６
畳
程
度
）

募
11
月
12
日
（
月
）
ま
で
／
直
接
、
左

記
の
問
合
せ
先
ま
で　

※
応
募
者
多
数

の
場
合
は
抽
選
の
う
え
決
定
し
ま
す
。
問

市
役
所
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課 

（
０
８

５
７
）20
ー

３
４
６
５

戦
没
者
等
の
遺
族
へ
の
特
別
弔

慰
金
の
請
求
に
つ
い
て

寝
具
丸
洗
い
乾
燥
サ
ー
ビ
ス

12
月
実
施
分

家
族
介
護
用
品
購
入
費
の
助
成

家
族
介
護
者
の
集
い

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

11
月
の
ご
み
収
集

In
fo
rm
a
tio
n

In
fo
rm
a
tio
n

情報ひろば

福　祉

お知らせ

母
子
家
庭
畳
替
え
サ
ー
ビ
ス

11月3日（土）
（文化の日）

11月23日（金）
（勤労感謝の日）

可燃ごみ 収集します。 収集します。

古紙類 収集しません。 収集します。

食品トレー
プラスチック
資 源 ご み
小型破砕ごみ

収集しません。収集しません。

ペットボトル 収集しません。
11月21日（水）
に振り替えて
収集します。

※必ず朝８時までに出してください。
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鳥
取
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
（
介
護
型
）
会
員
募
集



※
合
併
地
域
に
つ
い
て
は
、
総
合
支
所
便

り
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
本
庁
舎
生
活
環
境
課

（
０
８

５
７
）20
ー

３
２
１
７

　

12
月
は
鳥
取
地
域
の
乾
電
池
な
ど
の

収
集
月
で
す
。

　

12
月
３
日（
月
）〜
７
日（
金
）の
「
小

型
破
砕
ご
み
の
収
集
日
」
に
、
乾
電
池
・

蛍
光
管
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
透
明
ま
た

は
半
透
明
の
袋
に
入
れ
、
壊
れ
な
い
よ
う

に
し
て
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。　

※
合
併
地
域
に
つ
い
て

は
各
総
合
支
所
だ
よ
り
を
ご
覧
に
な
る

か
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
本
庁
舎
生
活
環
境
課

（
０

８
５
７
）
20
ー

３
２
１
７

　

今
年
６
月
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
施
設
を
特
別
公
開
し
ま
す
。

時
11
月
10
日
（
土
）
10
：
00
〜
15
：
00
※

雨
天
決
行　

所
旧
美
歎
水
源
地
水
道
施

設
（
現
地
集
合
）
※
駐
車
場
が
限
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
乗
り
合
わ
せ

て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
容
通
常
立
ち
入

り
で
き
な
い
、
堰え
ん
て
い堤
脇
広
場
・
ろ
過
池
周

辺
施
設
の
見
学　

※
未
整
備
の
文
化
財
の

た
め
、
危
険
な
場
所
が
あ
り
ま
す
。
係
員

の
指
示
や
現
地
の
表
示
に
従
っ
て
く
だ
さ

い
。　

※
現
地
に
は
ト
イ
レ
・
水
飲
み
場

は
あ
り
ま
せ
ん
。　

問
市
役
所
本
庁
舎

文
化
財
課

（
０
８
５
７
）20
ー

３
３
６
７

　

千
代
水
第
２
土
地
区
画
整
理
事
業
に
と

も
な
い
、
保
留
地
の
売
却
を
行
い
ま
す
。

所
在
地
＝
晩お
く
て稲
・
南
み
な
み
が
く
ま
隈
・
賀
露
町
地
内

用
途
地
区
＝
産
業
・
流
通
業
務
地
区　

区
画
数
＝
17
区
画　

面
積（
金
額
）
＝
３
０
０
平
方
㍍（
１
２
７

８
万
円
）
〜
７
２
３
３
平
方
㍍（
２
億
３

９
７
万
６
０
０
円
）
　

※
申
し
込
み
の
な

か
っ
た
大
面
積
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
申

込
期
間
満
了
後
、
分
割
希
望
を
受
け
付
け

ま
す
。（
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。）

募
11
月
１
日（
木
）〜
14
日（
水
）／
抽
選
：

11
月
16
日
（
金
）
13
：
30
〜　

市
役
所
本

庁
舎
４
階　

問
市
役
所
本
庁
舎
都
市
計

画
課 

（
０
８
５
７
）20
ー

３
２
７
７

　

国
や
地
方
公
共
団
体
の
物
価
対
策
や

各
種
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
と
す
る
た

め
物
価
の
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
11
月

上
旬
か
ら
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

問
市
役

所
本
庁
舎
総
務
課

（
０
８
５
７
）20
ー

３

１
５
６

■凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法　
所＝場所　員＝定員　数＝数量　料＝料金　額＝支給・
助成額など　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの　
問＝問い合わせ先

乾
電
池
・
蛍
光
管
の
収
集

12
月
の
第
１
週
（
鳥
取
地
域
）

土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
の
公
売

全
国
物
価
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
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旧
美
歎
水
源
地
水
道
施
設  

特
別
公
開

地価が下がっても、固定資産税
が上がるのはなぜですか？

【固定資産税】
　これは、地域や土地によって評価額に
対する税負担に格差があるためです。

　平成 9年度以降、負担水準（評価額に対する前年度
課税標準額の割合）の均衡化を重視する調整措置が講
じられてきましたが、平成 18 年度以降もこれを一層
促進する措置が講じられています。具体的には、負担
水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いた
りする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げ
ていく仕組みとなっています。したがって、地価が上
昇していないにも関わらず税額が上がっているのは、
負担水準が低い土地と言えます。
　このように、現在は、税負担の公平を図るために、
そのばらつきを是正している過程にあり、地価が下落
していても税額が上がるという場合も生じています。

問い合わせ先　
市役所駅南庁舎固定資産税課 （0857）20-3422

　相談希望者は、事前に農業委員、または JA各支店（鳥
取地域）、各総合支所産業建設課農業委員会担当（合併地
域）にお申し込みください。
相談内容　農地の売買、貸借、転用、農業者年金など

※時間はいずれも 13：30～ 16：00
問い合わせ先　市役所第2庁舎農業委員会事務局
　　　　　　　　　　　　（0857）20-3393

と　　き と　こ　ろ

11 月 14 日（ 水 ）
JA鳥取いなばせんだい支店
JA鳥取いなば高草支店

11 月 16 日（ 金 ）
JA鳥取いなば邑美支店
JA鳥取いなば湖南支店

11 月 20 日（ 火 ）JA鳥取いなば湖東支店
11 月 21 日（ 水 ）JA鳥取いなば鳥取支店
11 月 22 日（ 木 ）国府町総合支所

11 月 27 日（ 火 ）
福部町総合支所
河原町中央公民館

11 月 29 日（ 木 ）用瀬町総合支所
11 月 30 日（ 金 ）佐治町総合支所
12 月  4 日（ 火 ）気高町総合支所
12 月  5 日（ 水 ）鹿野町総合支所
12 月  6 日（ 木 ）青谷町総合支所

ご 案 内 農家相談

問い合わせ先　市役所本庁舎企画調整課 （0857）20－3154

申
シン

 承
スンウォン

元 です
　本市と姉妹都市提携を結んでいる韓国清

チョンジュ

州
市の職員が、9月 11日から鳥取市役所で研
修職員として勤務しています。
　研修を受けているのは、清州市上党区総務課の申

シン

承
スンウォン

元さ
ん。企画調整課に配属され、12月 7日までの約3カ月間、
鳥取市の行政の仕組みや観光、都市整備、体育、文化に関
することなどを学ぶとともに、市民との交流を深めます。

申
シン

こんにちは！

シンスンウォン


